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はじめに

　質の高い教師を全ての教室に送り出したいという思
いは，先進国，途上国を問わず，共通の課題である。
PISA（OECD 生徒の学習到達度調査）や TIMSS（IEA
国際数学・理科教育動向調査）などの国際的な学力調
査の影響を受けて，世界各国は，学校教育の質を改善
する様々な改革施策を推進しており，教師教育は改革
課題の一つとして必ず掲げられる（Akiba 2013）。
　世界各国で取り組まれる教師教育改革の動向を精査
し，共通して見られる取り組みをまとめた研究によれ
ば，グローバルに展開する教師教育改革の取り組みに
は，次の８つがある。すなわち教員基準ならびに教員

養成コアカリキュラムの策定，教員養成プログラムの
質保証，教職への代替ルートの開設，大学と学校の連
携強化，教員の継続的職能成長，とくに途上国に見ら
れる教科内容に関する知識の強調，そして小論で取り
上げる「研究に基礎を置く（research-based）」教員
養成である（Kosnik, Beck & Goodwin 2016）。翻って，
我が国の教師教育改革に目を移すと「学び続ける教員」
の育成を目指して，上述の８つの潮流のほとんどにつ
いて，一定程度，研究がなされている（1）。
　小論のテーマである「研究に基礎を置く」教員養成
に関する研究は，フィンランドを事例として，教員養
成カリキュラムや，その鍵概念である「教育学的思
考」について，関連資料の分析や現地での聞き取り調
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査をもとに紹介されてきた（小柳2007，隼瀬2010，隼
瀬2011，隼瀬2014，國崎2014）。これらの先行研究か
らは「研究に基礎を置く」教員養成では，教職を志す
学生が，学術的な文献を読んだり，論文を執筆したり
することを通して，自らの思考を鍛え，教育実践を改
善することが目指されていることがわかる。このこと
は，石井（2014）が，我が国の教師教育の高度化の文
脈で「学問する教師」の養成として「大学における教
員養成」原則を踏まえて，卒論・卒研や修士論文といっ
た研究活動の経験を教育実践へと繋ぐ学修機会の保障
の重要性，必要性を論じたことと通じている。
　海外の研究者による関連の先行研究としては，ノ
ルウェー（Afdal & Spernes 2018），フィンランド

（Puustinen, Santti & Koski 2018），オランダとオース
トラリア（van Katwijk, Berry, Jansen & van Veen 
2019），タイ（Faikhamta & Clarke 2015; Faikhamta 
& Clarke 2019）を事例とするものがある。ノルウェー，
フィンランドの事例では「研究に基礎を置く」教員養
成に対する学生や教師教育者の肯定的，否定的な評価
が定性，定量的な研究方法のいずれかを用いて明らか
にされている。オランダとオーストラリアの二国間比
較研究では質問紙調査とフォーカスグループインタ
ビューにより概ね肯定的な評価がなされていることが
明らかにされている。ただし，卒業後，実践的な研究
を継続する者は少数にとどまることも明らかにされて
いる。
　タイの事例では「研究に基礎を置く」教員養成の中
核的活動である1年間の教育実習期間中に，学生が取
り組むアクション・リサーチの促進，阻害要因を解明
した研究（Faikhamta & Clarke 2015）や，教育実習
校の教員が，教育実習生（学生）のアクション・リサー
チの指導にあたる際のモチベーションや直面する課題
を明らかにした研究（Faikhamta & Clarke 2019）が
ある。また，筆者自身，タイにおける「研究に基礎を
置く」教員養成について，概説書で紹介したことはあ
るが，その中核をなすアクション・リサーチ（以下，
小論では実践研究と表記）について深く掘り下げたこ
とはない（牧2018a，牧2020）。
　タイの教員養成制度については，上述のタイ人
研究者による理科教員養成に焦点を合わせた総説

（Faikhamta, Kesting, Tanak & Chamrat 2018）な
らびに堀内孜氏による一連の研究（堀内2009，堀内
2017）があるものの「研究に基礎を置く」教員養成の
観点から論じたものではない。
　2018年12月，タイの教員養成に関して大きな変化が
生じた。2019年８月入学者から，2004年から15年余り
継続してきた５年課程の教員養成から４年課程へと短

縮されることになったのである（新原2019）（2）。これ
に伴い，教員養成カリキュラムの内容を規定する教育
専門職基準は改定され，2019年３月に官報告示された。
管見の限り，この新しい教育専門職基準については，
国内外の先行研究では取り上げられていない。
　以上を踏まえて，小論では，「教育の地域研究」（牧
2018b）の立ち位置から，筆者が主たるフィールドと
するタイにおける「研究に基礎を置く」教員養成の制
度的基盤，言い換えれば，関連する法規や2019年に制
定された新しい教育専門職基準の内容について，とく
に，実践研究に着目しながら整理する。こうした制度
的基盤についての基礎資料の作成は，先行研究で明ら
かにされた実践研究の促進，阻害要因や教育実習校の
教員が直面する課題といった知見を制度的な改善へと
結びつける上で必要であると考える。

１．先行研究の検討

　本節では，タイにおける「研究に基礎を置く」教
員養成の制度的基盤の整理に先立って，先述した実
践研究の促進，阻害要因を解明した研究（Faikhamta 
& Clarke 2015），教育実習校の教員が実習生を指導す
る際に直面した課題を明らかにした研究（Faikhamta 
& Clarke 2019），そしてタイにおける理科教員養
成を概観した総説（Faikhamata, Ketsing, Tanak & 
Chamrat 2018）の３篇について検討し，「研究に基礎
を置く」教員養成の課題を整理する。
（1）実践研究の促進・阻害要因
　ファイカムタとクラーク（Faikhamta & Clarke 
2015）は，「研究に基礎を置く」教員養成の一環とし
て，教育実習時に取り組む実践研究の促進，阻害要因
を解明している。同研究は，カセサート大学教育学部
理科教員養成課程の23名の学生を対象とするフォーカ
スグループインタビューと教育実習日誌の内容分析に
より，大学教員と教育実習校の教員の指導や教育実習
の中間に行われるセミナーでの意見交換が，実践研究
への学生の取り組みを促進すること。他方で，阻害要
因として，（ⅰ）学生にとって実践研究は大学から与
えられた課題のひとつであり，どのように教育実践の
改善に繋がるかイメージを持つことができていないこ
と。（ⅱ）学生は定量的な研究こそが研究といった研
究に対する固定化された理解を持っていること。（ⅲ）
学生は研究に用いるツールの妥当性や得られたデータ
の信憑性についての不安を抱えていること。（ⅳ）学
生は教壇実習と実践研究を両立させることに時間的な
余裕のなさを感じていること，が明らかにされている。



表１　タイにおける「研究に基礎を置く」教員養成の諸課題

Faikhamta & Clarke 2015 Faikhamta & Clarke 2019 Faikhamta, Kesting, Tanak & Chamrat 
2018

（ⅰ）学生にとって実践研究
は大学から与えられた課題の
ひとつであり，どのように教
育実践の改善に繋がるかイ
メージを持つことができてい
ないこと。

（ⅱ）学生は定量的な研究こ
そが研究といった研究に対す
る固定化された理解を持って
いること。

（ⅲ）学生は研究に用いるツー
ルの妥当性や得られたデータ
の信憑性についての不安を抱
えていること。

（ⅳ）学生は教壇実習と実践
研究を両立させることに時間
的な余裕のなさを感じている
こと。

（ⅰ）教育実習校の教員や大学側の指
導教員の選出過程が不明瞭であるこ
と。

（ⅱ）教育実習生からのフィードバッ
クが不足していること。

（ⅲ）本務の傍ら学生の指導に注力す
ることが難しいこと。

（ⅳ）学校管理職からのフィードバッ
クがないこと。

（ⅴ）教育実習前に大学で何を学んで
きたかについての情報が少ないこと。

（ⅵ）教育実習の最初から最後まで一
貫性のある評価を行うことが難しい
こと。

（ⅶ）教育実習生からどのようなこと
を期待されているかわからないこと。

（ⅷ）教育実習生の自己評価がないこ
と。

（ⅰ）教員・教育職員審議会による課程
認定基準と高等教育局（現 高等教育・
科学・研究・革新省）による認証評価基
準の整合性がとれていないこと。

（ⅱ）現行の理科教員養成は，教科に特
化しており，今後求められる STEM 教
育などに対応するための学際性が必要で
あること。

（ⅲ）教育専門職基準は，個人としての
教師が想定されていることや，教科内容

（PCK）が想定されていないこと。
（ⅳ）教師教育者（大学教員）は学校教
員としての実務経験がない場合が多く，
講義は一方通行，暗記中心のものもあり
改善が必要であること。

（ⅴ）教育実習校の教員と大学側の指導
教員の実践研究についての理解の促進
や，学校と大学の指導教員間の連携が必
要であること。

出典：筆者作成。
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（2）教育実習校の教員が抱える課題
　ファイカムタとクラーク（Faikhamta & Clarke 
2019）は，171名の教育実習校の教員を対象とした質問
紙調査により，教育実習生の指導にあたる際のモチベー
ションと課題について明らかにしている。同研究によ
れば，教育実習校の教員にとって，未来の教員を育て
ることは我々の社会的責任であると感じていること，
学生が学んで育って行く姿をみること，メンタリング
を通して教育実習生が理論と実践を結びつけることが
できていることが強いモチベーションになっている。
　他方で，（ⅰ）教育実習校の教員や大学側の指導教
員の選出過程が不明瞭であること。（ⅱ）教育実習生
からのフィードバックが不足していること。（ⅲ）本
務の傍ら学生の指導に注力することが難しいこと。

（ⅳ）学校管理職からのフィードバックがないこと。
（ⅴ）教育実習前に大学で何を学んできたかについて
の情報が少ないこと。（ⅵ）教育実習の最初から最後
まで一貫性のある評価を行うことが難しいこと。（ⅶ）
教育実習生からどのようなことを期待されているかわ
からないこと。（ⅷ）教育実習生の自己評価がないこ
となどの課題を抱えていることが明らかにされてい
る。
（3）理科教員養成をめぐる課題
　ファイカムタ他（Faikhamta, Kesting, Tanak & 
Chamrat 2018）は，後述する1999年に制定された

「国家教育法」により，タイの教員養成に大きな変化

が生じたとし，主に著者らによる研究を参照しなが
ら，教育専門職免許制度，教員養成カリキュラム，教
育実習について概観し「授業を想定した教材の知識

（pedagogical content knowledge：PCK）」の観点か
ら，５つの課題をまとめている。すなわち（ⅰ）タイ
の教員養成カリキュラムは，教育専門職免許状を所掌
する教員・教育職員審議会による課程認定に加えて高
等教育局（2019年５月官報告示以降は，高等教育・科
学・研究・革新省）による認証評価により，二重に縛
られていること。しかしながら，PCK は課程認定の
基準では触れられておらず，認証評価基準と整合性が
とれていないこと。（ⅱ）理科教員養成は，初等教育
段階の理科や中等教育段階の化学，生物，物理といっ
た教科に特化しており，今後求められる STEM 教育
などに対応するための学際性が必要であること。（ⅲ）
教育専門職基準は，個人としての教師，いわば「個業」
が想定されていることや，教科内容，とくに PCK が
想定されていないこと。（ⅳ）教師教育者（大学教員）
は学校教員としての実務経験がない場合が多く，養成
課程での講義は一方通行，暗記中心のものもあり改善
が必要であること。（ⅴ）教育実習期間中の実践研究
の改善が必要であること。教育実習校の教員と大学側
の指導教員の実践研究についての理解の促進や，学校
と大学の指導教員間の連携が必要であること，である。
　以上の先行研究で明らかにされた「研究に基礎を置
く」教員養成の課題を対照したものが次の表１である。
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　表１を手がかりに，タイにおける「研究に基礎を置
く」教員養成をめぐる課題を整理すると，次の５つに
集約できるように思われる。
　第一に，教育実習生（学生），教育実習校の指導教員，
大学側の指導教員といった関係者の実践研究について
の理解の改善が必要であること。
　第二に，第一点目と関連して，とくに，教育実習生（学
生）の実践研究に対する理解を改める必要があること。
なぜなら，定量的でなければならないといった固定化
された理解は，研究ツールの妥当性，得られたデータ
の信憑性をめぐる不安とも関連していると考えること
ができるからである。
　第三に，教育実習校の指導教員を対象として「研究
に基礎を置く」教員養成プログラムの講義内容や，教
育実習の評価のあり方，教育実習指導や実践研究の取
り組みにおける期待される役割などについてのガイダ
ンスが必要であること。
　第四に，課程認定と認証評価の基準間の整合性を図
ることである。これは，タイ教育省の内局間における
連絡・調整が不十分という積年の課題を反映している。
　第五に，教師教育者（大学教員）の授業改善であ
る。教師教育者は，研究を主たる職務とする大学教員
が担っていることが多く，その講義はいわゆる一方通
行的なものになるのは想像に難くない。また，タイに
おける教師の社会的地位を考慮すると，近年提唱され
るアクティブ・ラーニングのような授業形態を採るこ
とは容易ではない。しかしながら，タイの大学教員も
世代交代が進んでおり，先に挙げたファイカムタらは
若い世代であり，今後，教師教育者の授業改善は進ん
で行くものと思われる。

２．「研究に基礎を置く」教員養成の法
的基盤

（1）教師教育改革の全体像（3）

　1970年代の学生運動に端を発する民主的国家形成の
動きは，1997年に，憲法史上，最も民主的であると言
われる「タイ王国憲法（1997年版）」の制定に結実し
た。同憲法は，教育関連規定を多く含むことから「教
育に重きを置いた憲法」（Kaewdang 2000）とも評さ
れる。同憲法第81条の規定を受けて，1999年に，日本
の「教育基本法」に相当する「国家教育法」が制定さ
れた。同法は，全９章78条から構成され，教育の目的
と原則（第１章）を中心として，教育の義務と権利（第
２章），教育制度（第３章），教授学習の改善（第４章），
教育の管理・運営（第５章），教育の基準と質の保証（第
６章），教員・大学教員・教育職員（第７章），教育資

源と教育投資（第８章），教育テクノロジー（第９章）
といった各改革施策の根拠となる規定が配置されてい
る。とりわけ，教師中心的な授業から学習者中心的な
教授学習への転換を図る学習改革は，教育改革の中核
的な施策として位置づけられている（ONEC 2001）。
　小論が対象とする教師教育は，この学習改革を支え
る最重要施策として位置づけられている。教師教育に
関する規定は教員・大学教員・教育職員（第７章）な
らびに教育の基準と教育の質の保証（第６章）の２章
を割いて盛り込まれている。これらの規定の中で，教
員養成に関わるものは，教育専門職免許制度の創設，
その実施主体として教員・教育職員審議会の設置を
定めた規定（第７章第53条）である。2003年，同規定
に基づき，教育専門職の福利厚生の向上および教育専
門職免許制度について規定し，その実施主体として教
員・教育職員審議会の設置を定めた「仏暦2546（西暦
2003）年 教員・教育職員審議会法」が制定された（牧
2012a，牧2012b，牧2014）。
　これにより，従来の教員資格制度に代わるものとし
て，教育専門職免許制度が創設されるとともに，同法
第49条の規定を受けて，2005年９月５日に「仏暦2548

（西暦2005）年 教育専門職基準ならびに倫理規程に関
するタイ教員・教育職員審議会規則」が制定された。
同規則は「第１章 教育専門職としての知識・経験の
基準」「第２章 職務遂行基準」「第３章 倫理規程」の
全３章22項から構成されており，教員，学校管理職，
教育地区行政官ならびに視学官は「教育専門職基準な
らびに倫理規程」の遵守を求められることになった（牧
2012a，牧2012b，牧2014）。
（2）「研究に基礎を置く」教員養成の関連規定
　タイにおける「研究に基礎を置く」教員養成の根本
は「国家教育法」第30条にある。同条文は「教育機関は，
教育段階に相応しい効果的な教授学習過程の開発のた
めの教員の研究活動を促進すること」（4）と定めている。
同規定を根拠として，教員養成はもちろんのこと，教
員研修や教員人事に関わる教員評価など教師教育の施
策全体に実践研究に関する指針や基準が盛り込まれて
いる（牧2020）。
　教育専門職基準は，先述の規則に基づく告示

（Prakat）として，2005年に初めて制定された後，
2013年，2019年に改定されている。小論の引用・参考
文献（タイ語）に示した通り，教育専門職基準を定め
る告示の名称には若干のバラツキが見られるが，小論
では，これらの告示が定める知識・経験の基準，コン
ピテンシーを総称して教育専門職基準と呼ぶ。表２は，
2005年，2013年，2019年の全３版の基準を訳出し，対
照したものである。



表２　教育専門職としての教員の知識・経験の基準の対照表

2005年版 2013年版 2019年版
知　　識

基準１ 教員のための言語とテクノ
ロジー

教員としての心構え 世界，社会の変化と「足るを知る経済」

基準２ カリキュラム開発 教育哲学 発達心理，教育心理，教育相談，学習者の
能力開発

基準３ 学習経営 言語と文化 教科内容，カリキュラム，教授法，学習指
導におけるデジタル・テクノロジー

基準４ 教員のための心理学 教員のための心理学 学習成果の測定・評価，問題解決と学習者
の発達を促すための研究

基準５ 教育測定・評価 カリキュラム タイ語の運用，コミュニケーションのため
の英語の運用，教育のためのデジタル・テ
クノロジーの活用

基準６ 学級経営 学習・学級経営 教育の質保証の設計と実施
基準７ 教育学研究 学習改善のための研究
基準８ 教育イノベーションと IT 教育イノベーションと IT
基準９ 教員としての心構え 学習成果の測定・評価
基準10 教育の質保証
基準11 道徳・倫理・倫理規程

経　　験
基準１ 教職体験 教職体験 教職体験
基準２ 教育実習 教育実習 教育実習

出典：牧（2014）ならびに教育専門職基準（タイ語）各年版に基づき筆者作成。

─ 250 ─

牧　　貴愛

　表２から基準に見られる特徴的な変化として２点指
摘しうる。
　第一に，2005年版と2013年版を比べると，2005年版
では９基準であったものが，2013年には11基準へと増
加していること。2013年版では，教育の質保証，教育
哲学，道徳・倫理・倫理規程の３つが加えられ，学習
経営が，学習・学級経営に統合されている。教育哲学
が新たに加えられたり，教員としての心構えが筆頭
基準として示されたりしていることは，同基準の改
定に関わった高等教育，教師教育の専門家であるパイ
トゥーン・シンララット（Paitoon Sinlarat）氏の影
響があると推察できる。同氏は，基準改定の前年に『教
育哲学入門』を刊行している。
　第二に，2013年版と2019年版を比べると，11基準か
ら６基準へと基準数が減少していること。これは，教
員としての心構え，教育哲学，道徳・倫理・倫理規程
の３基準が削除されたこと。また，従来独立した一つ
の基準であったいくつかが括られていることによる。
カリキュラムと学習・学級経営は基準３，学習成果の
測定・評価と学習改善のための研究は基準４，言語と
文化，教育イノベーションと IT は基準５として括ら
れている。

　基準１の世界，社会の変化と「足るを知る経済」は
新しく加えられたものである。これは，５年課程から
４年課程への短縮の理由として語られた変化のめまぐ
るしい社会を反映したものであり，「足るを知る経済」
は前国王が提唱したものである。また，基準３と基準
５に見られる「デジタル・テクノロジー」も新しく加
えられたものである。これはイノベーション主導型の
経済社会を目指す「タイランド4.0」（5）と呼ばれる将
来ビジョンを反映していると考えることができる。な
お，教育の質の保証は，基準６として従来通り独立し
ている。教員のための心理学は基準２となり，発達心
理，教育相談などに細分化されている。小論の対象で
ある実践研究については，継続的に盛り込まれている。
また，経験に関する基準には変化は見られない。

３．教育専門職基準にみる実践研究

（1）教育専門職の知識基準にみる実践研究
　本節では，教育専門職基準全３版（2005年版，2013
年版，2019年版）に盛り込まれた実践研究に関連する
基準の具体的内容について紹介する。表２に示すよう
に教育専門職基準は，教員養成カリキュラムの講義・



表３　教育専門職の知識基準に盛り込まれた実践研究に関する主要な知識とコンピテンシー
2005年版 2013年版 2019年版

主要な知識

①研究に関する理論
②研究の諸モデル
③研究の設計
④研究のプロセス
⑤研究のための統計
⑥実践研究
⑦研究演習
⑧研究成果の発表
⑨学習管理プロセスの改善に
資する調査研究の精査
⑩問題解決への研究プロセス
の応用
⑪研究プロジェクトの提案

①研究の原則・指針・規則
②学習改善のための研究の活
用と研究成果の産出

①問題解決と学習者の発達を
促すための研究

コンピテンシー

①教授学習に研究成果を活用
することができる。
②学習者の発達を促したり，
教授学習を改善したりする
ための研究を行うことができ
る。

①教授学習に研究成果を活用
することができる。
②教授学習の改善や学習者の
発達を促すための研究を行う
ことができる。

①研究成果を取捨選択して学
習指導に活用することができ
る。
②教授学習の改善や学習者の
発達を促すための研究を行う
ことができる。

出典：牧（2014）ならびに教育専門職基準（タイ語）各年版に基づき筆者作成。

─ 251 ─

タイにおける「研究に基礎を置く」教員養成の制度的基盤―　実践研究を中心に　―

演習に盛り込まれるべき「知識」に関する基準と教職
体験，教育実習に含まれるべき「経験」に関する基準
の２つから構成される。また，基準ごとに，主要な知
識（sara khwamru）とコンピテンシー（samathana）
が定められている。
　次の表３は，先に見た教育専門職基準に盛り込まれ
た知識基準のうち，実践研究に関連する基準，すなわ
ち2005年版では「教育学研究」，2013年版では「学習
改善のための研究」，2019年版では「問題解決と学習
者の発達を促すため研究」の主要な知識とコンピテン
シーを訳出して示したものである。
　表３からは，主要な知識として明示される内容が，
2005年版に比べると，2013年版，2019年版では，大幅
に削減されていることがわかる。他方で，コンピテン
シーについては，研究成果の活用と学習者の発達を促
すための研究，問題解決のための研究の遂行が継続し
て掲げられており，大きな変化はみられない。
　2005年版では，研究に関する理論，研究のモデル，
統計など，いわゆる学術的な研究を遂行するために必
要な知識が列挙されている。このことは，小論の第１
節で整理した先行研究（Faikhamta & Clarke 2015）
の中で，実践研究は定量的なもので，ツールの妥当性
やデータの信憑性が大事であるといった偏った理解を
与えてしまう原因になったと考えることができる。
　筆者が，教育専門職基準の策定に関わるタイ教員・

教育職員審議会の関係者と意見交換を行った際にも，
当初想定していた実践研究ではなく，アカデミックな
研究が行われている。タイ教員・教育職員審議会と教
員養成に携わる大学教員の間で，実践研究についての
理解，認識に齟齬がみられる，という指摘があった（筆
者フィールドノーツ，2015年３月５日）。
　大学教員の実践研究に対する理解を改善する必
要性についても，小論の冒頭で整理した先行研究

（Faikhamta, Kesting, Tanak & Chamrat 2018）が指
摘するところである。
（2）教育専門職の経験基準にみる実践研究
　実践研究は，学生が教育実習期間中に取り組むこと
が求められるものである。そのため，教職体験，教育
実習の内容について定める経験基準についても，先述
の知識基準と同様に整理が必要であろう。教職体験，
教育実習の基準に盛り込まれた主要な内容とコンピテ
ンシーを訳出したものが表4である。
　なお，2019年版については，主要な内容ごとに，コ
ンピテンシーが定められている。紙幅の関係で，実践
研究が盛り込まれている②学習指導にかかるコンピテ
ンシーのみ示している。表に示さなかった主要な内容
ごとのコンピテンシーは，それぞれ①教員としての職
責遂行が４項目，③保護者と地域住民との連携が４項
目，教員倫理規程に沿った職務遂行が1項目，定めら
れている。



表４　教育専門職の経験基準に盛り込まれた主要な内容とコンピテンシー
2005年版 2013年版 2019年版

教職体験
主要な内容

①もてる全ての知識を統合し
て実習に臨む。
②観察，聞き取り及び情報を
まとめて，学習者の教育計画
の立案に取り組み報告する。
③学校と連携し，カリキュラ
ムの開発，改善及び実施に取
り組む。
④学校と連携し，教育指導案
作成に取り組む。
⑤学校内における協働を通し
て学習活動の運営に取り組
む。
⑥学術的なプロジェクトを立
案して取り組む。

①観察実習
②自己調整学習を促す学習計
画の作成
③模擬授業と教壇実習
④試験作成ならびに評価ツー
ルの作成
⑤試験の採点，評点の付与，
成績評価
⑥実技試験の実施と評価
⑦学習者の問題解決のための
研究
⑧教師としての心構えの涵養

①教員としての職責の遂行
②学習指導
③保護者と地域住民との連携
④教員倫理規程に沿った職務
遂行

教職体験
コンピテンシー

①学習者の違いを知り，分け
ることができる。
②学習指導案を作成すること
ができる。
③学習指導案の作成，学習指
導，評価，改善までの一連の
学習指導に取り組むことがで
きる。
④学術的なプロジェクトを立
案して取り組むことができ
る。

①多様な学習指導を想定して
学習指導案を作成することが
できる。
②授業を行い，試験を作成し，
学習成果の測定・評価を行う
ことができる。

①学校別カリキュラムの開
発・向上に参画することがで
きる。
②思考力を高め，イノベー
ターシップを育て，学びに幸
せを見いだすよう学習者の能
力や興味に応じた学習指導案
を作成し，学習指導を行うこ
とができる。
③体系的に，学習者を個別に
みとり，支援，開発し，学習
者の質の向上に関する報告書
を作成することができる。
④学習者の学習に資するよう
研究を行ったり，イノベー
ションを生み出したり，テク
ノロジーを活用したりでき
る。
⑤創造的にチームとして職務
を遂行したり，教員の専門性
開発に資する活動に参加した
りすることができる。
⑥教材を活用するとともに，
学習成果を測定・評価するこ
とができる。
⑦教科内容（知識）と教授法
を統合することができる。
⑧学習の雰囲気作りのための
活動を計画・実施することが
できる。

教育実習
主要な内容

①もてる全ての知識を統合し
て実習に臨む。
②学習者に重きを置いた学習
計画の作成
③学習過程の運営
④学習に適した教材の選定、
作成、および開発
⑤学習運営における技術と戦
略の活用

①専門とする教科の教壇実習
②教育測定・評価ならびに評
価結果の活用
③学習者の発達を促すための
研究
④教育セミナーにおける意見
交換

同上同上
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⑥学習成果の測定及び評価
⑦学習者の発達を促すための
実践研究の実施
⑧学習運営及び学習者の質向
上のための評価結果の活用
⑨学習成果の記録及び報告
⑩教育に関するセミナー

教育実習
コンピテンシー

①専門教科の学習指導ができ
る。
②学習者の潜在能力に適した
学習指導の評価、改善及び向
上に取り組むことができる。
③学習者の発達を促すための
実践研究を行うことができ
る。
④学習指導の成果及び学習者
の発達について報告書を作成
することができる。

①専門とする教科の学習指導
ができる。
②学習者の発達を促すための
評価・改善、研究を行うこと
ができる。
③その他の校務分掌を遂行す
ることができる。 同上

出典：牧（2014）ならびに教育専門職基準（タイ語）各年版に基づき筆者作成。
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　表４からは，2005年版，2013年版では，教職体験，
教育実習，それぞれ別々に主要な内容が定められてい
たが，2019年版では，教職体験，教育実習に共通の主
要な内容が定められていることがわかる。
　教職体験の主要な内容のうち実践研究に関わるもの
は，2005年版では②観察，聞き取り及び情報をまとめ
て，学習者の教育計画の立案に取り組み報告すること，
⑥学術的なプロジェクトを立案して取り組むこと，の
２つが該当する。2013年版では⑦の学習者の問題解決
のための研究のみが該当する。
　教育実習の主要な内容のうち実践研究に関わるもの
は，2005年版では⑦学習者の発達を促すための実践研
究の実施，2013年版では③学習者の発達を促すための
研究が該当する。なお，2019年版は大括りになってい
るため主要な内容の文言から判断することはできない
が，②学習指導の中に含まれている。
　コンピテンシーについては，2005年版，2013年版に
比べて，2019年版は大幅に増加していることをまず指
摘しうる。教職体験のコンピテンシーのうち実践研究
に関わるものとしては，2005年版では④の学術的なプ
ロジェクトを立案して取り組むことができる，が該当
する。2013年版ではコンピテンシーとしては明示され
ていない。
　教育実習のコンピテンシーのうち実践研究に関わる
ものとしては，2005年版では③学習者の発達を促すた
めの実践研究を行うことができる，が該当する。2013
年版では，②学習者の発達を促すための評価・改善，
研究を行うことができる，が該当する。2019年版では

④学習者の学習に資するよう研究を行ったり，イノ
ベーションを生み出したり，テクノロジーを活用した
りできる，が該当する。

おわりに

　小論では，タイにおける「研究に基礎を置く」教員
養成の制度的基盤について，関係法規，とくに，教育
専門職基準に盛り込まれた実践研究に関わる内容につ
いて確認した。小論の各節を俯瞰し，タイにおける「研
究に基礎を置く」教員養成の制度的基盤にみられる特
徴として次の２点を指摘しておこう。
　まず，タイにおける「研究に基礎を置く」教員養成
の制度的基盤は，1999年に制定された「国家教育法」
ならびに同法に基づき制定された法規ならびに教育専
門職基準にあること。また，教育専門職基準は，2005
年に初めて制定され，2013年，2019年に改定されてい
るが，一貫して，実践研究に関わる基準が盛り込まれ
ていること。
　次に，2019年版の教育専門職基準では，2005年版，
2013年版では，一つの独立した基準だったものが大括
りされるかたちに変化していた。とくに，教員養成課
程の総仕上げにあたる教職体験，教育実習の基準は①
教員としての職責の遂行，②学習指導，③保護者と地
域住民との連携，④教員倫理規程に沿った職務遂行の
４つに括られている。一見すると基準数が減少し，簡
素化されたようにも見えるが，従来に比べて多くのコ
ンピテンシーが定められていることが確認できた。ま
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た，②学習指導の下位項目として実践研究が盛り込ま
れたことは，先行研究によって指摘された実践研究の
目的や意義などについての学生，教育実習校の教員，
大学教員の理解の改善に繋がるものであると言えよ
う。
　今後は，教員・教育職員審議会の課程認定基準と高
等教育・科学・研究・革新省の認証評価基準や，教員
養成カリキュラムの具体的内容について検討を進めた
い。

【註】

（1）たとえば，日本教師教育学会編『教師教育研究ハ
ンドブック』学文社，2017年。同ハンドブックには

「教職専門職基準」「教員養成カリキュラム改革」「教
師教育の質保証と認証評価」などの項目が設けられ
ている。

（2）５年課程から４年課程への短縮は，ティラギアッ
ト（Teerakiat Jareonsettasin）前教育大臣の下で
決定された。タイ教育省関係者に対する筆者の聞き
取り調査によれば，会議の席上で，ティラギアット
教育大臣（当時）から４年課程への短縮について「社
会の変化が激しい中，なぜ５年もの年月をかけて教
員を養成するのか，短期間で養成はできないのか」
といった発言があったという（筆者フィールドノー
ツ，2019年７月25日）。

（3）本項の内容は，牧（2012a），牧（2012b），牧（2014）
の内容を簡略化したものである。

（4）「国家教育法」の日本語訳は，村田翼夫他（2000）
ならびに平田利文（2004）を参照して，筆者訳出。

（5）タイランド4.0については，差し当たって大泉
（2017）を参照。
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